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１．はじめに（計画策定にあたり） 

 

近年、人口減少や少子化を背景に、小・中学校において児童生徒数や学級数の減少による学

校の小規模化が、全国的に進行しています。 

　義務教育の９年間は、人としての土台をつくる大切な時期であることから、児童生徒は知識

や学力だけでなく、コミュニケーション能力や、多様な価値観、社会性、豊かな人間性などを

バランスよく身につけることが重要です。 

　学校の小規模化には、教員の目が児童生徒一人ひとりに行き届き、指導が充実するなどの良

い面がある一方、人間関係が固定しやすく、子ども同士の交流や多様な意見に触れる機会が少

なくなるなど、様々な課題があげられています。 

　本市においても、少子高齢化に伴う人口減少に歯止めがかからない状況にあります。今後は

さらに少子化が進み、小・中学校の小規模化の傾向が見込まれます。このような中、学校規模

によらず、「個に応じた学び」と「多様な他者との協働的な学び」を一体的に充実させるための

環境を整えることが喫緊の課題となっています。 

今後は、これからの時代を担う子どもたちの生きる力を育む「臼杵市の未来をたくましく拓

き、超スマート社会をしなやかに生き抜く、臼杵っこの育成」に向け、教育の質の充実と教育

環境の創出を目指し、課題解決に向けて取組を進める必要があると考えます。 
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※人口全体は減少傾向にあり、65 歳以上の割合は増加、15 歳未満の割合は年々減少傾向にある。 

 

 

（１）人口減少の状況 
本市の人口は、昭和３０年をピークに年々減少しており、令和２年時点で人口３６，１５８

人となっており、平成１７年からの１５年間で約７，１９４人減少しています。また、年齢３

区分別人口構成の推移においては、６５歳以上の割合が増加しているのに対し、１５歳未満の

割合は年々減少傾向にあります。 

 

（２）学校設置状況等 

　本市の学校施設は、令和７年４月現在、小学校１３校、中学校５校となっています。学校施

設については、多くの建物が建築後３５年以上経過し、なかには建築後４０年以上経過する建

物があり、老朽化が進行していることから、施設の老朽化対策、安全確保を図るための適切な

維持管理が求められています。 

しかしながら、厳しい財政状況の中、学校施設の整備を集中的に行うことは、財政運営に大

きな影響を与えることから、計画的な施設整備を行う必要があります。 

なお、本市の小中学校の施設状況は、別紙参考資料のとおりです。 
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２．基本的理念（臼杵市が目指す学校教育）　 

 

現在は社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0 時代」といわれています。また、世界的規

模で平和や環境問題への対応を迫られるなど、先行きが不透明な状況もあります。学校教育に

おいては、そのような予測困難な状況において、子どもたちがこれからの時代を生き抜いてい

くための基盤となる力を総合的に育成することが求められています。 

 

全国的な過疎化や少子化を背景に、本市の小・中学校においても児童生徒数や学級数の減少

による学校の小規模化が進行しています。そのような情勢を踏まえ、臼杵市教育委員会では、

教育方針を「臼杵の未来をたくましく拓き、超スマート社会をしなやかに生き抜く、臼杵っこ

の育成」と設定し、「３つのきょう育（郷育・協育・響育）＋今日育」を土台とした教育に取り

組んでいます。 

『郷育』では、「農泊体験学習」や「臼杵っこ検定」など、地域素材を生かして「郷土（ふる

さと）を愛する心」を育成しています。『協育』では、「幼小中一体教育」による幼小中連携や、

コミュニティ・スクールによる学校・家庭・地域のつながりを大切にした教育活動を推進して

います。『響育』では、自分と他者との関係性を大切にしながら、それぞれの思いが響き合う教

育を目指しています。それに加えて、それぞれが「今日育」（子どもたちの未来のために今日す

べきことは今日行う「機を逃さない教育」）を意識し、臼杵の未来を担う臼杵っこの育成に向け

た取組を実施しています。 

 

そのような中、令和３年１月２６日に中央教育審議会答申において「『令和の日本型学校教

育』の構築を目指して」が示されました。本答申では、『令和の日本型学校教育』の姿として、

全ての子どもたちの可能性を引き出す、『個別最適な学び』と、『協働的な学び』の実現が重要

であると示されています。 

本市においても『個別最適な学び』と、『協働的な学び』を一体的に充実し、「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ、教育目標の達成を目指すための具体的な取

組を推進しています。 

　『個別最適な学び』については、指導方法や指導体制の工夫改善や ICT の活用により、「個

に応じた指導」の充実を図ります。『協働的な学び』については、子ども同士で、あるいは多様

な他者と協働しながら、議論できる場の設定を大切にします。これからの社会を生き抜く子ど

もたちには、正解のない課題に対し、議論を重ね、自分の考えと他者の考えをよりよく擦り合

わせながら合意形成できる力の育成が重要であると考えます。 

 

　教育委員会では、目指す学校教育の実現のためには、社会や時代の変化を踏まえて対応して

いく必要があると考えます。そのため、臼杵市公立学校のより良い教育環境をつくり、充実し

た学校教育の実現に向けて、公立学校の適正規模・適正配置を推進するものとします。 
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３．基本計画の目的、位置づけ 
 

臼杵市公立学校のあり方に関する基本計画（以下「基本計画」という。）は、学校の小規模化

が進む中、臼杵市の未来をたくましく拓き、しなやかに生き抜く臼杵っこを育成するため、よ

り良い教育環境の整備に向けた取組を整理するものです。 

令和５年度に策定した臼杵市公立学校のあり方に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

の適正規模・適正配置の取組に関する基本的な考え方及び適正規模・適正配置の基準、さらに

児童生徒の将来推計をもとに、将来的な教育環境を見据えた上で、学校規模の適正化を進める

取組を定めています。 

まずは、小学校については、複式学級の解消に向けて適正配置を進めていくこととします。 

今後は、建物の老朽化に伴い建て替えが必要となる学校については、財政状況や学校施設整

備計画を踏まえ、適正配置を検討していくこととします。 
 

４．学校の適正規模の基本的な考え方 

　 

適正な規模について、本市では小・中学校の小規模化傾向が見込まれることから、学校の適

正な規模について整理を行います。 

 

一般的な小規模校のメリット・デメリット（例） 

また、学校小規模化傾向への対策については、児童生徒への影響を中心に考えます。教育

水準の維持・向上の視点に加え、学級数や児童生徒数等の様々な観点から整理していきます。 

 　　　 メリット デメリット

 子ども・ 

保 護 者 の

視点

〇一人一人に教員の目が届きやす

く、個に応じたきめ細かな指導が

行いやすい。 

〇相互の人間関係が親密となり、深

まりやすい。 

〇学校行事等において、個別の活動

機会を設定しやすい。

〇集団の中で、多様な考えに触れ学び

合う機会や切磋琢磨する機会が少な

くなりやすい。 

〇親密となる反面、人間関係の評価等

が固定化しやすい。 

〇学校行事等において、集団での教育

活動ができにくい。

 教員の 

視点

〇全教職員間の意思疎通が図りやす

く、相互の連携が密になりやすい。 

〇保護者や地域等との連携が図りや

すい。 

〇施設設備の利用時間や場所の調整

がしやすい。

〇学年別や教科別の職員同士で研究

や相談や協力等の支援体制が構築し

にくい。 

〇１人あたりの校務分掌量が多く負

担が大きくなりやすい。 

〇経験、教科などの面でバランスのと

れた教職員配置を行いにくい。

- 4 -



　　↓ 

 

① 小規模化及び複式学級があることによる学校運営上の課題 

・クラブ活動や部活動の種類が限定される 

・運動会・文化祭や集団での教育活動ができにくい 

・体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる 

・班活動やグループ分けに制約が生じる 

・協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる 

・児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる 

・複数学年分や複数教科分の教材研究・指導準備を行うこととなるため、教職員の負担が　 

　大きい 

② 教職員数が少なくなることによる学校運営上の課題 

・経験年数、専門性、男女比等バランスのとれた教職員配置やそれらを生かした指導の充 

実が困難となる 

・児童生徒を多様な価値観に触れさせることが困難となる 

・チームティーチング、グループ別指導、習熟度別指導、専科指導等の多様な指導方法を 

とることが困難となる 

・教職員一人あたりの校務負担や行事に関わる負担が重くなりやすい 

・平日の校外研修や他校で行われる研修協議会等に参加しにくい状況にある 

・教職員同士が切磋琢磨する環境が作りにくい(学年会や教科会等が成立しない) 

・学校が直面する様々な課題に組織的に対応することが困難な場合がある 

・免許外指導の教科が生まれる可能性がある 

・クラブ活動や部活動の指導者確保が困難となる 

① ②の課題による【児童生徒への影響】 

　・集団のなかで自己主張をしたり、他者を尊重する経験を積みにくく、社会性やコミュニケ

ーション能力が身につきにくい 

　・児童生徒の人間関係が固定化しやすい 

　・協働的な学びの実現が困難となる 

　・教職員それぞれの専門性を生かした教育を受けられない可能性がある 

　・切磋琢磨する環境の中で意欲や成長が引き出されにくい 

　・進学等の際に大きな集団への適応に困難を来す可能性がある 

　・多様な物の見方や考え方、表現の仕方に触れることが難しい 

 ①小規模化及び複式学級が存在することによる学校運営上の課題 

②教職員数が少なくなることによる学校運営上の課題

 
学校運営上の課題が児童生徒に与える影響
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・多様な活躍の機会がなく、個性を伸ばすことが難しい 

　以上の課題を整理しながら、文部科学省が示す「学級数を基準とした適正規模の定義」等を

参考に、本市における適正規模の基準を検討し、その定義について整理しました。 

 

５．適正な規模の基準について 

（１）学級数の基準について 

　学級数については、学校教育法施行規則第４１条に「小学校の学級数は１２学級以上１８学

級以下を標準とする。」と規定されていますが、ただし書きにより「地域の実態その他により特

別の事情があるときはこの限りでない。」とし、同規則第７９条の準用規定により「中学校は小

学校を準用する。」としています。 

　市内の小・中学校で、国が示す基準の学級数を満たす学校数は、小学校１３校、中学校５校

中、小学校１校のみであり、小学校は１２校、中学校は５校全てがその基準に該当しない状況

にあります。このような状況から、本市の小・中学校の実態に即した学級数の基準を次のとお

り定めます。 

 

【学級数を基準とした適正規模の定義】 

※標準学級数とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下、

「義務標準法」という。）で定められている学級編制の基準 

 

本市の適正規模の定義による学校数 

　このように、複式学級が存在する小学校６校が小規模な学校に該当することとなりますが、

さらに次のとおり複式学級の数に応じて細分化を行います。 

【学級数の基準】 

 国 【小学校】１２学級以上、１８学級以下 

【中学校】小学校を準用 

※ただし、地域の実態その他により特別の事情があるときは、この限りで

ない。

 臼杵市 【小学校】複式学級の解消を図る（１学年１学級以上） 

【中学校】１学年１学級以上 

※標準学級数において、小中学校ともに１学年１学級以上を原則とする。 

※この基準の数には、特別支援学級の数は含めない。

 区　分 適正規模の学校 小規模の学校 　　計

 
小学校 （６学級以上）７校 （５学級以下）６校 １３校

 
中学校 （３学級以上）５校 （２学級以下）０校 ５校
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　（２）児童生徒数の基準について 

　児童生徒数については、義務標準法第３条において、「公立の義務教育諸学校の学級は、同学

年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数か

著しく少ないかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年

の児童又は生徒を一学級に編制することができる。」とし、一学級の児童生徒数の基準を次の

ように定めています。 

　このように、小学校では１年生を含む二の学年の児童数の合計が８人以下の場合、２年生以

上の二の学年で児童数の合計が１６人以下の場合は複式学級となりますが、大分県では、小学

校１年生を含む複式学級は解消し、２年生以上の二つの学年の児童数の合計が１４人以下の場

合に複式学級となる独自の基準を設けています。 

この複式学級編制となる児童数の基準に加え、学級数の基準や本市の学校規模の現状等を考

慮し、児童数から見た場合の基準について細分化を行いました。 

なお、中学校の生徒数の基準は児童数の基準の考え方を準用するものとします。 

【児童数の基準】 

※１グループの基準を４人とする。 

 基準 学級数の目安（１校あたり）

 【適正規模】 全校で６学級以上（複式学級が存在しない学校）

 【小規模】 全校で５学級（複式学級が一組存在する学校）

 【過小規模】 全校で４学級以下（複式学級が二組以上、または二組と在籍児童

がいない学年が存在する学校）

 学級編制の区分 １学級の児童又は生徒の数

 小学校 中学校

 同学年の児童で編制する学級 ３５人 ４０人

 二の学年の児童で編制する学級（複式学級） 

　　　　　　　（１年生の児童を含む学級）

１６人 ８人

 （８人）

 学校教育法第８１条に規定する特別支援学級 ８人 　８人

 基　準 児童数の目安（１校あたり） 根拠となるグループ数（１学年あたり）

 【適正規模】 全校で７２名以上 ３グループ以上（１学年あたり１２名以上）

 【小規模】 全校で４８～７１名程度 ２～３グループ（１学年あたり８～１１名程

度）

 【過小規模】 全校で４７名以下 １～２グループ程度（１学年あたり０～７名

程度）
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６．適正な配置の取組について 
 

公立小・中学校の適正な配置については、第一義に子どもたちにとってより良い教育環境を

整備することとし、小規模校のデメリットの解消に向けた取組を進めながら、学校規模の適正

化を図ることを基本とします。 

さらに、地域の特性や中学校ブロックを基本とした一体教育の取組など、様々な教育環境の

実態を検証して、十分に検討を行います。 

 

（１）児童生徒の通学条件（通学距離・通学時間） 
児童生徒の通学への負担軽減を考慮します。 

通学距離については、小学校は徒歩により概ね４ｋｍ以内、中学校は徒歩及び自転車により

概ね６ｋｍ以内とします。ただし、適正配置により通学する学校が変更となる場合は、スクー

ルバス等の通学に関する支援を行います。 

　通学時間については、通学方法にかかわらず片道概ね１時間以内とします。 

［検討項目の例］ 

・安全な登下校のための通学手段・通学路の再点検に向けた取組 

・スクールバス等の多様な交通手段の検討 

・徒歩通学時間の減少による体力低下への対応等 

　 

（２）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の再編成 
本市では、小・中学校ごとにコミュニティ・スクールが設置されています。コミュニティ・

スクールは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域

とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・スクールでは、

学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていく

ことができます。本市においても、学校ごとの特性や強みを生かして効果的な取組が進められ

ています。 

一方、全国的な傾向として、少子高齢化が進むことで、人と人との関りや地域のつながりが

薄れ、地域コミュニティの希薄化が懸念されています。本市においても、今後は中学校ブロッ

クを基本とした新たな枠組みでの再構築が必要になります。 

［検討項目の例］ 

・コミュニティ・スクールの機能の活用について 

・地域学校協働活動推進員（注釈）の配置など、学校と地域が一体となって子どもたちの成長 

を支える環境の整備 

（注釈）※地域学校協働活動推進員とは 

学校と地域住民・団体等との連絡調整等を行うコーディネーターです。具体的には、地域や学校の実 

情に応じた地域学校協働活動の企画・立案、及び活動補助等を行います。 
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・小中学校単位、中学校ブロック単位など近隣の学校との連携の可能性について等 

 

（３）小中一貫教育について（注釈１） 
　本市（教育委員会）では、これまで小中一体教育（注釈２）を推進してきました。これは、中

学校ブロックを基本単位として、育てたい子どもの資質能力を共有し、地域の特徴を生かした

教育活動です。今後は、新たな学校施設の建設を視野に入れ、小中一貫校等の設置を目指し、

より魅力のある学校づくりに向けた検討を進めていきます。 

［検討項目の例］ 

・小中一体教育の更なる推進について 

・学校の適正配置と並行し、小中一貫校等の導入に向けた検討 

・通学区域の見直しについて 

（注釈１）小中一貫教育とは 

小学校及び中学校が目指す子ども像を共有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す

教育をいいます。一般的には小学校と中学校が１校ずつの場合が多く、小中学校の施設の立地形態によっ

て「施設一体型」「施設隣接型」「施設分離型」などに分けられます。 

（注釈２）小中一体教育とは 

中学校ブロックごとを基本単位とし、小・小連携、小・中連携により、ブロックの特性・良さを生かした

教育課程を実施する臼杵市教育委員会独自の教育の形態です。「中一ギャップ」の解消のため小・小で合同

授業を行ったり、授業ルールを統一したりと中学校ブロックごとに工夫しながら行います。 

 

（４）小規模特認校のあり方について 
教育委員会においては平成２２年から臼杵南小学校と南中学校を小規模特認校に指定し、豊

かな自然とふれあい、心身の健やかな成長と豊かな人間性を培う教育や、少人数での教育の良

さを生かした教育を行ってきました。 

　一方で、少人数化が進み、協働的な学びを行うことが困難な状況も生じてきています。その

ような状況も踏まえ、今後は小規模特認校のあり方についても検討を進めていきます。 

 

（５）その他の関連施策について 
〇学校と地域との関係 

［検討項目の例］ 

・地域住民の意見等を把握、適正配置による地域への影響の検証 

・地域社会における学校施設の利活用について 

・それぞれの学校や地域の特色を生かした学校づくりについて 

・子どもたちと地域とのつながりが希薄にならないように、地域活動の支援、学校運営におけ

る地域コミュニティとの連携について 
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○学校施設のあり方について 

［検討項目の例］ 

・閉校施設については、地域の意向を尊重し、避難場所等の防災拠点や地域コミュニティ等の

役割を考慮するなど、市と連携した総合的な観点からの利活用策の検討 

〇その他 

・統合による学校の環境の変化がもたらす児童への影響を考慮し、教職員の配置等に関する十

分な調整 
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７．学校規模の適正化に向けて 

（１）適正規模・適正配置の進め方 

学校規模の適正化に向けて 
学校規模の適正化を図るためには、例として「通学区域の見直し」と「学校の統合」が挙げ

られます。しかし、通学区域の見直しだけでは将来的に安定した規模を保つことが困難となる

ことが予想されるため、本市においては、統合を軸として考えていく必要があります。統合に

向けた取組については、地域の特性や近隣校との一体教育の取組など、様々な教育環境の実態

を検証し、第一義に子どもたちにとってより良い教育環境を整備するための検討を行います。 
 
適正規模・適正配置の進め方 
　①基本計画（案）の作成　②基本計画（案）に対する合意形成　 

　③基本計画の策定 

④個別計画（注釈）（案）の作成　⑤個別計画（案）に対する合意形成 

　⑥個別計画の策定 

⑦学校規模の適正化・適正配置の実施に向けた取組 

（注釈）※個別計画とは、適正配置の対象校ごとに統合する時期等適正配置に関する具体的な内容を記載するもの。 
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（２）地域ごと（中学校ブロック）の適正化に向けた検討 
　中学校５校の学級数及び生徒数の規模の基準は「適正規模」となっていることから、ここで

は次のとおり、中学校区の５ブロックで検証を行い計画を示します。 

北ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

佐志生小学校、下ノ江小学校、上北小学校については、学級数及び児童数の規模の基準が「過

小規模」となっていることから、学校規模の適正化に向けた検討を行います。 

　海辺小学校については、児童数の規模の基準が「小規模」となっているものの、学級数の規

模の基準は「適正規模」となっており、下北小学校・北中学校については、学級数及び児童生

徒数の規模の基準が「適正規模」となっていることから、施設の更新時期や児童生徒の減少に

伴い、将来的に検討を行うことが考えられます。 

 

【適正化に向けた検討校】佐志生小学校、下ノ江小学校、上北小学校 

 

南ブロック 

 

 

 

 

 

 

 
臼杵南小学校については、学級数及び児童数の規模の基準が「小規模」となっています。南

中学校については、学級数及び生徒数の規模の基準が「適正規模」となっています。この南ブ
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ロックでは、小規模特認校として特色ある学校づくりが行われていることにより、今後、施設

の更新時期や児童生徒の減少に伴い、将来的に検討を行うことが考えられます。 

 

西ブロック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下南小学校、市浜小学校、福良ヶ丘小学校、西中学校については、学級数及び児童生徒数の

規模の基準が「適正規模」となっています。ただし、施設の更新時期や児童生徒の減少に伴い、

将来的に検討を行うことが考えられます。 

 

東ブロック 

 

 

 

 

 

 

 
臼杵小学校、東中学校については、学級数及び児童生徒数の規模の基準が「適正規模」とな

っていることから、施設の更新時期や児童生徒の減少に伴い、将来的に検討を行うことが考え

られます。 
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野津ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
川登小学校、南野津小学校については、学級数及び児童数の規模の基準が「過小規模」とな

っていることから、学校規模の適正化に向けた検討を行います。 

　野津小学校、野津中学校については、学級数及び児童生徒数の規模の基準が「適正規模」と

なっていることから、施設の更新時期など、将来的に検討を行うことが考えられます。 

 

【適正化に向けた検討校】川登小学校、南野津小学校 

 

（３）適正化に向けた計画及びスケジュールのおおよその目安 

 
北ブロック及び野津ブロックの適正化に向けた検討校について、学校規模適正化の実現に向

けて、保護者及び地域住民等への理解が得られるよう協議を行います。 

具体的かつ明確なスケジュールについては、実効性を鑑みて、適正配置に関する個別計画（仮

称）（以下「個別計画」という。）において定めます。 

 

北ブロック 

【適正化に向けた計画】 

■佐志生小学校、下ノ江小学校は、令和７年度に令和９年度の海辺小学校との統合に向けた

個別計画の策定に着手します。 

また、統合に向けた環境整備は、令和７年度以降の実施に向けて取り組みます。 

海辺小学校との統合に向けて検討を進めますが、下北小学校への通学を希望する場合は、

柔軟に対応を行います。 

■上北小学校は、適正配置対象校でありますので、統合時期については今後も協議を進めな

がら定めていきます。 
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※佐志生小学校、下ノ江小学校の全児童が、海辺小学校に行った場合の人数 

 

野津ブロック 

　【適正化に向けた計画】 

■川登小学校、南野津小学校は、令和７年度に令和９年度の野津小学校との統合に向けた個

別計画の策定に着手します。 

また、統合に向けた環境整備は、令和７年度以降の実施に向けて取り組みます。 
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８．計画策定後の取組について  

 

教育委員会としての学校規模の適正化に関する「基本方針」と「基本計画」は、これまで述

べてきたとおりです。今後は、この基本方針及び基本計画を踏まえたうえで、各小学校区・中

学校区において学校規模の適正化に向けた取組を進めていきます。 
 
（１）過小規模校の複式学級の解消に向けて 

学校規模適正化の実現にあたり、引き続き、過小規模校の複式学級の解消に向けた検討を行

います。 
 
（２）地域コミュニティのあり方の検討 

小学校の校区は、地域住民に深く根付いた地域コミュニティの核であり、その統合にあたっ

ては、統合後の地域コミュニティのあり方についても検討します。 
 
（３）学校跡地の利活用 

地域コミュニティの核である学校の跡地活用は、地域住民にとって重要な課題となります。

自治会、地域振興協議会、市の関係部署と連携し、適正配置における跡地の利活用を検討しま

す。 
 
（４）小中一貫校の設置に向けた検討 

　新たな学校施設の建設を視野に入れ、小中一貫校等の設置について検討します。 
 
（５）基本計画の見直し 

基本計画は、令和７年時点での児童数の推移予測を参考に作成されており、将来的に社会情

勢や人口動態の急激な変化によって、児童生徒数の推移予測と差異が生じることが予想されま

す。 

　学校規模適正化の実現にあたり、推移予測と実際の児童生徒数が大きく変動した場合には、

基本計画の抜本的な見直しを含め、再検討します。
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